
○地域型住宅の
規格・仕様に関する

共通ルール

○地域型住宅に用いる
地域材の供給・加工・利用

に関する共通ルール

※主要構造材
(梁・柱・桁・土台)に

おける地域材使用の
ルール

※主要構造材以外の
部材における
地域材使用の

ルール

木拾い表による第三者機関発行の証明証添付。

マニフェスト管理を行う。ＫＤ材を使用し、機械プレカット
のみに頼らず、技術継承を含めた手加工木材加工も
推奨。梁断面は許容応力度法以上の計算で確認。

※森林・合法・国有林の産地証明の確認。
四国地域産木材マニフェスト伝票の提出、性能評価

供給を義務化。

※旗の見える化徹底の為、四国地域産木材

※『自立循環型住宅への設計ガイドライン』の
算定基準によるエネルギー消費25％削減を

　　　達成した設計による建物を対象。

※耐震等級3を満たし、かつ20項目設けた ※性能評価機関書類の合格証の提示、設計審査部会

※木拾い表による第三者機関が発行する証明証を添付。

※ゆにっと四国事務局内の設計審査都会がチェックし
適合証を発行。

　　による適合証の発行。
　　　 選択し条件をクリアした建物を対象。

　　　　四国詳細地域ルールを地域別で5項目を

各工程での承認書類の提出。

機関で計算を確認、手加工は大工育成に

※構造材を含め対象建築物延床面積に0.12㎥を
乗じた四国地域産木材の使用の義務化。

構造材で達成できない場合は羽柄材、内装材を使用。

※構造材に四国地域産木材を70％以上使用。
全て木拾い表とマニフェストで伝票のセットで

消費者への説明を義務化。

※原木・製材・流通・加工・施工・設計者からの

地域型住宅の生産に関する
共通ルール

個別の住宅が、左記の共通ルールに基づき生産
されていることを確認する具体的手段



○地域型住宅の積算に
関する共通ルール

※各段階のＶＥ（ﾊﾞﾘｭｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）提案を基に、廃棄まで

○地域型住宅で用いる資材
（地域材を除く）の

調達に関する共通ルール

○地域型住宅の施工に
関する共通ルール

※施工者に限らず、とりわけ住宅設備等の建材流通業者と
共に維持・履歴管理に取り組み、円滑なメンテナンスを実施。

○地域型住宅の維持管理
に関する共通ルール

○地域型住宅に
関するその他の

共通ルール

※自立循環型ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ資料の提出。
展示会案内をゆにっと四国ＨＰに掲載。

※環境貢献型住宅作りが基本で環境貢献度見える化に
取り組む。同業他社の展示会参加を受け入れ、技術・工法の

共有化実施。

自己検査記録を履歴管理に保存。
※施工者自らがインスペクターとして自己検査を実施。

各過程におけるインスペクター研修を履行する。

※ＪＢＮ住宅履歴情報管理システム『いえもりかるて』
の利用を義務化。

※ゆにっと四国でも同時管理を実施。
アフターメンテナンス結果報告書提出義務化。

※ゆにっと四国独自のアフター巡回検査の実施。
維持管理計画書の提出。

※地盤調査と地盤保証加入を義務化、ＳＳ式調査、状況
により超音波地盤調査も可とする。

※地盤調査証明書と地盤保証のコピーの提出。
履歴管理に保存。

※ＪＢＮインスペクターシステムを活用。

※維持管理計画書にＬＣＣを明記。
（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを見える化）

※(社)日本建築積算協会監修建築積算テキスト等を
参考に標準見積内訳項目に準じた見積書作成を義務化。

ＬＣＣ（ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ）を考慮した費用の総額を検討する。

※見積書の中項目欄・契約書コピー提出

※協議会参加構成員及び参加メーカーからの住宅設備
等購入は、ゆにっと四国適用割引協定を結ぶ。

また維持管理の義務化。

※設計図書に明記、伝統的工法の施工時は各々関連
する者への技術伝承に供与。

明記必須）履歴管理に保存。
※納品書(工事名・納入先・納入日・商品名・品番等

※土壁・漆喰・地元瓦・和紙・制作木製建具等を可能な
限り仕様に入れ、長期優良住宅伝統工法版として地域

循環境資材流通を活性化。


